
厚生労働省  中央労働災害防止協会



　「「労働労働者の者の心の心の健康健康の保の保持増持増新ののためための指の指針針」（平（平成1成18年8年3月3月3131日健日健康保康保持増持増進の進の

うこうことがとがが重要重要ですです。

　「労働者の心の健康の保持増進のための指針」（平成18年3月31日健康保持増進の
ための指針公示第3号）によると、心の健康づくりを推進するためには、労働者自身が
ストレスに気づき、これに対処するための知識、方法を身につけ、それを実施することが
重要です。ストレスに気づくためには、労働者がストレス要因に対するストレス反応や心の
健康について理解するとともに、自らのストレスや心の健康状態について正しく認識できる
ようにする必要があります。このように、労働者自らが行うストレスへの気づきと対処及び
自発的な健康相談、さらにはストレスの予防をセルフケアといいます。一人ひとりの労働者が、
「自分の健康は自分で守る」という考え方を理解し、ストレスに対処する知識、技法を身に
つけ、日常生活の場でそれを積極的に実施できるようにすることが基本となります。このため、
事業者は労働者に対して、メンタルヘルスケアの推進に関する教育研修・情報提供等を行
うことが重要です。
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